
●エレベーター内で地震が発生したら… 

・行先階のボタンをすべて押しましょう。 

・閉じ込められたら「非常電話」のボタンを押しましょう。 

・地震を感知する装置が設置されているエレベーターは、最寄

りの階で自動的に停止します。むやみに移動せず、救助が来る

のを待ちましょう。 

※エレベーターが動いていても余震で止まることがあります

ので、災害時はエレベーターを使わないようにしましょう。 

●水道が止まったら… 

水道が止まると、トイレの使用ができなくなるため、簡易トイレの備えが重要です。ただし、水

道が使えたとしても排水管の安全確認ができるまでは排水を自粛しましょう。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

自宅に被害がなければ、避難所に行かずに自宅で生活を続ける 

「在宅避難」が原則です。 

※戸建て住宅における避難の流れでは、第一に公園等の一時集合場所に集合するルールですが、マンションの場合

は、エレベーターの停止に伴い移動が困難になることや、在宅避難がおおむね可能であることから、マンション内

で避難行動を完結させることが可能です。 

※災害時は地域町会等との連携が必要になります。マンションの代表者(役員等)は避難所等にいる町会役員に自分の

マンションは在宅避難していることや安全であることを伝えましょう。 

マンションは、大地震でも倒れるおそれはほとんどありません。十分な準備をして自宅で生活でき

るようにしましょう。 

避難所は、災害で家が倒れたり焼けたりして住めなくなった人のための一時的な生活場所です。 

避難所では、トイレ、プライバシー、健康管理や衛生面の問題があるため、自宅に住み続けられる

のであれば、「在宅避難」をしてライフラインの復旧を待ちましょう。 

そのため、室内を安全にし、飲料水や食料品、簡易トイレなどを備蓄しておくことが非常に重要で

す。 

また、災害時はご近所の助け合いも重要です。特に同じフロアの人とは日頃からコミュニケーション 

をとり、災害時には安否確認や助け合いがすぐできるようにしておきましょう。 

 集合住宅防災ハンドブック(令和２年度版) 概要版 【地震編】 

【大型家具を減らす、背の低い家具にする、安全なスペースに配置する】 

家具転倒防止対策をしないと、家具の下敷きになってケガをするほか、室内が散乱して生

活を続けられなくなります。東京消防庁によると、地震時にケガをした人のうち、３～５割の

人が家具の転倒によるものとされています。なお、大型家具を置く場合は家具転倒防止器

具で固定しましょう。 

【飲料水、食料品、簡易トイレと最低３日分（推奨１週間分）備蓄する】 

大地震発生時には、物流が機能しなくなり、物資などの支援がすぐに来ないため、各家庭

での飲料水や食料品等の備蓄が重要です。また、断水や排水管の破損によりトイレの水

を流せなくなる可能性があるため、簡易トイレがないと自宅での生活が難しくなります。 

カセットコンロや携帯電話充電器など災害時に役立つものを用意すると良いでしょう。 

【無理せず備蓄する方法～日常備蓄～】 

非常食だけではなく、日頃購入している食料品等を買い置きして、古いものから順に消費

し、減った分を補充するということを繰り返せば、３日分以上の備蓄は十分に可能です。 

大地震発生後、どうすればいいの？ 

地震への事前の備えはどうすればいいの？ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 集合住宅防災ハンドブック(令和２年度版) 概要版 【水害編】 

※気象庁は、防災気象情報に 警戒レベル相当情報 を付して発表します。防災気象情報は、居住者や施設管理者等が、自分の判断で避難行動をとる

目安ではありますが、台東区に直接関係ない情報もあります。避難する場合は、区が発令する避難情報を参考に、適切な避難行動をとってください。 

右ＱＲコードから、マンション防災に関する情報をご覧いただけますので、 

ぜひご活用ください。 

● 集合住宅防災ハンドブック本編のＰＤＦデータ 

● 編集可能な防災計画のひな型や各種帳票類 

● 台東区のマンション施策  

● マンション防災に関する各種情報  等          

▲台東区ホームページ 

「マンションに関する防災対策」 

問い合わせ  台東区総務部 危機・災害対策課   ☎ ０３－５２４６－１０９３ 
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